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研究成果の概要（和文）：ポスト・ローマ期西洋史の認識枠組み、カールの皇帝戴冠、中世・近

世移行期ドイツの都市統治、近世フランスの裁判関係文献史料、1800 年ごろのドイツ諸大学に

おける自然法学、オットー・ブルンナーのラント論、朝河貫一の学問史的位置づけ、などの論

点の検討を通じて、史料の産出と受容の文脈をふまえた史料解釈と学問史的背景をふまえた学

説の位置づけによって、国制史研究をより深化させうることが確認された。

研究成果の概要（英文）：We can deepen our understanding of the constitutional history through the
historical source research, which considers the context of the product and reception of the sources, and
the location of the theories, which takes account of the background of the learning-history. This
recognition has been acquired by the investigation of the following topics: the framework to recognize
the post-Roman Occidental history, the coronation of Charlemagne, the city-government in late
medieval and early modern Germany, the sources about the court decisions in early modern France, the
theories of the natural law in the German universities about 1800, the theory of Otto Brunner about
“Land” and the location of theories of Kan’ichi Asakawa in the learning-history.
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１．研究開始当初の背景
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16330001）をテーマに研究を行ってきたが、
その過程で、文化史・史料論どちらのアプロ
ーチからも、国制史の方法自体を再検討する
ことが課題として浮上してきた。
（2）文化史的手法は、社会学・人類学・コ
ミュニケーション理論など歴史学に隣接す
る学問分野の理論的成果に依拠しつつ、従来
の国制史研究が余り注意を払ってこなかっ
た史料類型を考察に導入し、あるいは既に分
析されていた法規範史料などを別様に評価
するといった形で、これまでの国制史研究に
挑戦するという性格を示している。こうした
挑戦と向き合う中で、国制史の課題設定と方
法を再考することが必要となった。
（3）一方、西洋各国の学界でも我が国学界
でも近年盛んに展開されている史料論は、単
にある特定の史料や史料ジャンルの言明能
力を見極めるというだけでなく、国制や社会
構造全体の見直しにつながる可能性を秘め
たものであることが、この間の我々の研究を
通じて認識されるようになった。こうした可
能性を従来の国制史研究の成果と方法の中
にいかに取り込むかを検討する必要がある。
（4）ところで、このように国制史研究の方
法的反省を試みる場合には、国制史研究の歴
史を、隣接分野との関係も含めて学問史的に
振り返って現状を位置づけ直すことが欠か
せない。研究自体の歴史を省察するメタ・レ
ベルの学問史という作業が必要になってく
るのである。
（5）そこで本研究は、文化史からの挑戦を
契機としつつ、史料論と学問史という二つの
視座から、今後の国制史研究の問題設定と方
法を考え直していこうとしたものである。

２．研究の目的

研究では以下の諸点の解明がめざされた。
（1）西洋史の各時代について、特徴的な史
料類型を選び出し、それらの成立事情・作成
に関与した諸主体・彼らの意図など広く「成
立」にかかわる諸要素を解明する。
（2）各史料類型の流布・使用・改変・注釈・
伝承など広く「受容」にかかわる諸側面を解
明する。
（3）以上のような史料論的考察を、史料を
めぐる権力関係や史料にかかわる諸主体の
配置などに注意しつつ整理し、それが国制や
社会構造全体を考える際に有する意義と射
程を解明する。
（4）西洋について、法史・地方史・比較法
学・システム理論といった国制史研究と関連
する学問分野を取り上げて、その歴史的展開
と方法上の特徴を解明し、それを通じて国制
史研究の今後の方向を見定める。
（5）西洋と日本の比較研究に大きな業績を
残した朝河貫一と中田薫の仕事と方法につ

いて、同時代および現在までの学問史の上で
の位置づけを行い、それを手がかりに国制史
研究における比較の意味と比較国制史研究
の今後の方向を見定める。

３．研究の方法

本研究は、研究題目が示すように、史料論
と学問史という二つの視角を有するが、それ
らの間に有機的関連が保たれるように、研究
組織を編成した。すなわち、西洋を直接の対
象とする研究分担者を、古代研究班、中世研
究班、近世・近代研究班の三班に分けたが、
史料論ないし学問史に関係するテーマを担
当する分担者が各班に少なくとも一人は所
属するようにし、各班の内部で史料論と学問
史の相互関係に十分配慮できるようにした。
各班の分担者は互いに連絡をとりつつ、それ
ぞれの分担課題の検討を進めるとともに、全
体で議論すべき論点を整理した。それに対し
て、日本を直接の対象とする研究分担者は、
日本・比較法史研究班として、直接的には学
問史に関係するテーマを担当するが、西洋各
班の分担者とも連絡を保ち、史料論と学問史
の両面で彼らの協力を得ながら検討を進め
た。全体のとりまとめは研究代表者が行った。
この過程で、メンバーの何人かは、海外へ

赴いて、外国の研究者との意見交換、文書
館・図書館における史料・文献の収集、学会
での研究発表を行った。

このような各分担者および各班ごとの作
業をふまえて、年に２回、全体での合宿研究
会を開き、そこで各班の作業経過を報告する
とともに、特に一般的・理論的諸問題を中心
に、班横断的に議論を行った。また、全体研
究会には海外から研究者を招いて、議論する
機会を持った。

４．研究成果

（1）全体として、史料の産出と受容の文脈
をふまえた史料解釈（その意味での史料利用
の高度化）と学問史的背景をふまえた学説の
位置づけによって、国制史研究をより深化さ
せうることが確認された。以下、主な論点に
ついて、成果を摘記する。
（2）①ポスト・ローマ期ヨーロッパについ
ては、近年欧米で発表された総合的把握の試
みをふまえて、この時期のヨーロッパをとら
えるための歴史的枠組みと、そこで国制史研
究が持ちうる方向性について検討がなされ
た。この時期における国家組織と租税システ
ムの意義を、かつて考えられていたよりも高
く評価すべきことが確認され、従来の国制史
研究がプリミティヴな状況を想定しがちで
あった点を検討し直す必要性が認識された。
かつて激しい論争があった、貴族の存在をめ



ぐる問題については、プラクティカルな貴族
概念（祖先、財産、公的地位、君主との関係、
周囲からの承認、生活様式などを組み合わせ
る）の研究手法としての有効性が確認され、
今後具体的な事例にこの概念を適用して、国
制における貴族の位置づけをはかるという
見通しが出された。
②残存史料の量に限りがあるポスト・ローマ
期および中世初期の研究において、精密な写
本研究が有効な方法となりうることが、ロー
マ法史料の写本を扱うヴォルフガング・カイ
ザーの研究について議論する中で、確認され
た。個々の写本の構成・作成・修正・伝承を、
とりわけいわゆる集合写本を対象にして分
析することは、法的思考のレベルの測定や、
法に関する写本の収集・作成のセンターの特
定などの点で、国制史と法史の研究にとって
大きな意義を持ちうる手法であり、今後法史
料以外の史料類型や中世中期以後の時代に
も対象を広げることで、国制史に新しい知見
を加えることが可能となると思われる。
（3）①その国制史的・理念史的意義につい
て長年論争されてきた、800 年のカールの皇
帝戴冠について問題となったのは、とりわけ
「ケルンの覚書」と呼ばれる特異な一史料に
もとづいて、ビザンツ側からカール側への働
きかけと提案があったと見る学説の当否で
あった。この学説は、「覚書」以外の史料の
沈黙を情報操作的・意図的な「忘却」を意味
するものと見なしているが、こうしたスタン
スは一方で近年顕著になっている（とりわけ
叙述史料を対象とした）史料批判の高度化と
いう研究動向に棹さすものではあるが、他方
で史料の沈黙を解釈するには、なお慎重な検
討が必要であるとも思われる。
また、カールの皇帝戴冠に続く 9 世紀、10

世紀における西欧とビザンツの関係につい
て、両者の間の使節の往来とその際の双方の
主張、とりわけイタリアにおける複雑な政情、
教会内部の対立が及ぼした影響、など多様な
ファクターを考慮した分析がなされた。その
際、西欧側にとってビザンツ側から皇帝権の
承認を得ることが重要な問題であり続けた
こと、それを反映して西欧側史料が両者間の
交渉に関してビザンツ側史料よりも概して
大きな関心を払っていること、皇帝称号の問
題が大きな意味を持つものとして交渉の焦
点であり続けたことなどが確認された点は、
今後の国制史研究にとって重要であると思
われる。また、カールの戴冠についても、西
欧とビザンツの関係についても、皇帝戴冠や
皇帝権の意義を終末論的観点から説明する
研究動向が確認されたが、こうしたファクタ
ーも今後の国制史研究に組み込んでいく余
地があろう。
②11、12 世紀ドイツにおける紛争解決に関し
て、そこでの法的仕組みの意義を強調したカ

ール・クレッシェルの講演を受けて、法以外
の行動ルールを重視する近年のドイツ史学
との関係などが議論された。また日本史研究
の側から、武士の間でありえた武闘のルール
や儀礼に関して事例が紹介され、同時にそれ
らが時代とともに変質していく経過と背景
が論じられて、ドイツの状況との対比が試み
られた。裁判と法を非常に近代的にとらえた
うえで、それとは異質な紛争解決がドイツ中
世初期・中期において優越していたとする近
年のドイツ史学の有力説は、裁判と法の理解
が硬直的にすぎるところがあり、結果として
中世における紛争解決の「異質性」の掘り下
げも不十分にとどまっている。中世初期・中
期においても、法的な仕組みが実質的役割を
果たし得た点を考慮することで、例えばそこ
での儀礼を通じたコミュニケーションの意
義についてもより深い考察が可能となるで
あろう。
（4）①中世から近世への移行期に関しては、
帝国自由都市マインツの都市参事会統治を
対象として、この時期のドイツにおける都市
統治の構造と機能が分析された。いわゆる
「平和法典」などを史料として、とりわけ刑
事法制の面から、市民の「家」を析出させ、
それを取り込みながら近世的な集権化に向
かいつつある都市統治の姿が解明された。こ
のようにそれ自体複合的な都市参事会統治
体制が更に都市君主の近世的統治に組み込
まれていく展開も具体的に跡づけられ、全体
として重層的な権力構造の一層精緻な分析
が、近世国制史の重要な課題であることが改
めて確認された。
②近世フランスの裁判関係史料として、いわ
ゆるアレティスト文献について、特に商事裁
判所関係史料との関連に留意しつつ検討が
行われた。アレティスト文献は、弁護士や裁
判官が、自他の法曹活動と若手法曹の教育の
ために、高等法院判決を収集・註釈したもの
であったが、とりわけその中で判決理由の探
求を通じて法学的思考との接点を持ったこ
と、18 世紀に入ると一般原理の抽出による統
一化・理論化への志向が強まること、などが
示され、総じてこの史料類型が、アンシャ
ン・レジームの国制と法を考察する際に有力
な手掛かりとなることが確認された。
（5）①18 世紀から 19 世紀の転換期のドイツ
における自然法学について、その特徴と意義
が分析され、特に 19 世紀に入ってからの自
然法学が自由主義と密接に結びついたもの
へと変化していったことが改めて確認され
た。またドイツの諸大学における自然法学の
消長が、一般的政治状況および各国の大学人
事政策と密接に関わっていたことが示され、
政治史・大学史・学問史を組み合わせた研究
方向が展望された。
②第二次大戦後のドイツと日本の国制史研



究に大きな影響を与えた、オットー・ブルン
ナーのラント論について、学問史的背景を含
めて掘り下げた分析が行われた。戦間期オー
ストリアのドイツ・ナショナルな歴史研究と
ブルンナーの学説との関連、戦間期のフォル
ク史と第二次大戦後の構造史との連続性、ヨ
ーロッパ史への視野拡大という第二次大戦
後の新たな展開、などが明らかにされ、近年
の政治的・イデオロギー的文脈からの批判に
もかかわらず、ブルンナーのラント概念が中
世後期以後の国制史研究にとってなお意義
を有することが示された。家と支配を基軸と
する彼のヨーロッパ史把握の意義と限界に
ついては、今後なお検討が必要であろう。
③19 世紀から現在までのドイツにおける地
方史研究の学問史に関して、研究対象となる
空間の規定の仕方と、比較史の方法という二
つの軸から分析がなされた。比較という要請
が一貫して存在していたのに対して、空間規
定の方は近年ますます多様化・多元化しつつ
あり、その中で主観的な空間把握により強く
注意が向けられていることが確認された。
（6）①中世封建社会の日欧比較に業績を残
した朝河貫一の学問史的位置づけが検討さ
れ、イェール大学所蔵の朝河貫一関係文書な
どを史料として、彼とヨーロッパの学界との
人的・学問的接点が解明された。朝河とフラ
ンス・ドイツの中世史学者との間で交わされ
た書簡や彼の日記から、朝河がある時期以後
フランスと日本との比較に注目するように
なり、それと平行して日本の中では南九州へ
の関心を高めていったことが示された。彼の
イギリス学界との関係などについては、今後
更に史料調査の必要がある。
②研究・教育活動の場としての大学とそこで
の学問の自由についても、日本とドイツの法
制度と議論状況を比較した検討が行われ、大
学という部分的社会システムの機能と、そこ
における国家の役割について、単なる伝統へ
の依拠とは違う法的議論を積み重ねてきた
ドイツの状況と日本の状況が対比された。
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